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出版情報登録センターとは？

＊「出版者の刊行情報を網羅的に収集・管理し、効率的に取次会社・書店へ伝達する。また、出版活動の
根本である出版権の登録・公示も可能とする」 　出版情報登録センター（JPRO）は、この課題実現の
ため、2014年12月、出版界の総意で誕生しました。
＊JPROが対象とするのは、書籍、コミックス、ムック、そして定期誌（2021年1月以降）。そして、いわゆる
書誌のみならず、取次会社が必要とする搬入・輸送関連情報、書店向けの販促情報も扱います。
＊商品形態としては、電子化はもちろん、今後、オンデマンド、音声コンテンツなども加わります。
＊これらJPRO情報は、EDIの世界標準ONIXでの配信のみならず、ポータルサイト「BooksPRO」を通じて、
書店員や図書館員も直接閲覧可能です。また、検索サイト「Books」を通じ、基本書誌は一般読者にも
開放されます。
＊現在、情報登録している出版社は約2000社、登録点数は2６0万点をこえ、毎日数百点の近刊情報が上積
みされています。日本の出版業界の「情報動脈」JPROは、皆さまと一緒にこれからも成長を続けます。

https://jpro2.jpo.or.jp/

一般社団法人 日本出版インフラセンター（JPO）

出版情報登録センター（JPRO）
〒101-0051 千代田区神田神保町1-32出版クラブビル6F
Email／info-2nd@jpo-center.jp
電話／03-3518-9860
直通／03-3518-9863
ファクシミリ／03-6273-7852

　センター名：出版情報登録センター
英文表記：Japan Publication Registry Office
略称：JPRO

第1条（規約の適用）
本規約は、「出版情報登録センター」（以下JPROという）で取り
扱う、書誌情報等（詳細は別掲の「出版情報項目利用一覧表」に
記載。以下「出版情報」という）を提供する出版者（以下「提供
者」という）並びに、出版情報を利用する取次会社、書店等、その
他事業者（以下「受信者」と総称する）と、一般社団法人日本出
版インフラセンター（以下JPOという）との権利義務関係を定め
ることを目的とし、提供者並びに受信者とJPOとの間のJPROの
利用に関わる一切の関係に適用されます。ただし、出版情報の
新たな利用形態が生じた場合、JPOは本規約を補充する附則
を制定できるものとします。

第2条（提供者の定義・資格）
（1）提供者は、JPO図書コード管理センターより出版者記号を

取得し、その義務を果たしている出版者でなければなりま
せん。

（2）提供者は「出版情報登録料課金承諾書」及び「利用申込書」
に必要事項を記載し、JPOに提出しなければなりません。

第3条（受信者の定義・資格）
（1）本規約に規定する「受信者」とは、以下の適格を有する者を

いいます。
①「取次会社」とは、自社で物流機能を持ち、書店等への出
版物の卸売りを主たる業務とするものをいいます。

②「書店等」とは、個人向け、法人・団体向けを問わず出版物
の最終需要者向け販売を業とするものをいいます。

③「その他事業者」とは、取次会社・書店等以外の事業者で
あってJPOの会員又は賛助会員として登録されているも
のをいいます。

（2）受信者の受信できる情報の範囲は、上記事業内容別に異
なっており、詳細は「出版情報項目利用一覧表」に記載します。

（3）出版情報の受信を希望する者は、JPOが定める「利用申込
書」に必要事項を記載し、JPOに提出しなければなりません。

第4条（提供情報の目的・用途及び利用の制限）
（1）提供者はJPOに対し、対象の出版物の販売促進を目的とし

て、出版情報をJPROが使用し、またJPROを通じて受信者
に利用させることを許諾します。その許諾は非独占で、受信
者が第三者に情報を利用させること、また提供者の意図を
損なわない範囲で、受信者が情報を要約・編集することを
含むものとします。

（2）JPOは、別掲の「出版情報項目利用一覧表」に則り、受信者
である取次会社、書店等、その他事業者の事業目的・用途
に応じた出版情報を提供するものとします。

（3）提供者は、流通において必要な場合は、出版情報に情報解
禁日を設定することができます。

（4）受信者は、第三者に出版情報を利用させ、また提供者の意
図を損なわない範囲で、自らの責任で出版情報を要約・編
集することができます。

（5）上記（3）の情報解禁日付きの出版情報の受信者は、解禁日
までは取次会社のみとし、取次会社はその業務及びその管
理責任者をJPOに予め申告するものとします。管理責任者
は解禁日まで社内外に情報が漏洩しないよう、厳重に管理
しなければなりません。

（6）取次搬入情報の受信者である取次会社は、取次搬入情報
をJPOに予め申告した業務のみで利用し、社内も含め第三
者に利用させ、または開示することは出来ません。

（7）広報誌利用など事前に準備を進める必要のある場合にお
いて、個別に提供者と取り決めがある場合は上記（5）（6）の
限りではありません。

第5条（遵守事項）
（1）提供者は、正確な出版情報を提供しなければなりません。ま

た、提供した出版情報に変更が生じた場合は、速やかに変
更された出版情報を提供しなければなりません。

（2）提供者は、自らの出版情報の提供を代行・支援する事業者
に対しても、前項の規定を遵守させなければなりません。

（3）受信者は、提供された出版情報を正確に使用し、出版情報
に追加・変更・削除等があった場合は、速やかに反映するも
のとします。また、受信した出版情報が第4条の目的外に使
用されないよう、適切に管理しなければなりません。

（4）提供者と受信者の両方の機能を利用する事業者において
は、各々別個のアカウントを取得し、受信した出版情報を受
信者としての機能以外には使用できない環境を確保しなけ
ればなりません。

第6条（受信の停止）
受信者が、継続して1年間出版情報の受信を行わない場合、又
は、第4条若しくは第5条に違反した場合は、JPOの判断で当該
受信者の受信権限を停止することがあります。この場合であっ
ても、本規約第7条以下の条項は適用されます。

第7条（免責事項）
JPOは、提供された出版情報により提供者若しくは受信者、又
は、当該出版情報を利用した第三者が被った損害に関して、一
切責任を負わないものとします。

第8条（規約の変更）
（1）本規約は、変更に関し事前告知した上変更する場合があり

ます。
（2）本規約が変更された場合は、出版情報登録センターホーム

ページに表示します。変更表示後に、提供者においては出版
情報の提供または変更を行った場合、受信者においては出
版情報の利用を行った場合、本規約の変更に同意したもの
とみなします。

以上

出版情報登録センター 利用規約
一般社団法人日本出版インフラセンター
2018年4月1日制定
2020年3月1日改定
2020年3月13日改定
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